


合
併
の
期
日

﹁
平
成
23
年
９
月
26
日
﹂
を
提
案

　   

第
10
回
協
議
会
は
８
月
24
日

に
一
関
市
役
所
で
開
催
し
、﹁
農

林
業
振
興
助
成
﹂、﹁
農
林
連
絡

員
﹂、﹁
土
地
改
良
事
業
へ
の
助

成
﹂
の
３
項
目
に
つ
い
て
協
議

し
、
決
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、﹁
土
地
改
良
事

業
へ
の
助
成
﹂
の
項
目
で
は
、

藤
沢
町
が
取
り
組
ん
で
い
る
国

営
事
業
や
県
営
ダ
ム
管
理
事
業

に
つ
い
て
、
現
行
の
と
お
り
と

し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
藤
沢
土

地
改
良
区
へ
の
町
職
員
派
遣
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
３
人
か
ら

23
年
度
以
降
は
２
人
以
内
と

し
、
将
来
的
に
は
派
遣
を
中
止

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。　

　

ま
た
、第
10
回
協
議
会
で
は
、

合
併
の
期
日
を
﹁
平
成
23
年
９

月
26
日
﹂
と
す
る
提
案
が
な
さ

一
関
市
・
藤
沢
町
合
併
協
議
会
は
８
月
９
日
に
第
９
回
協
議
会
を
︑
８
月
24
日
に
第

10
回
協
議
会
を
開
き
︑
合
わ
せ
て
11
項
目
に
つ
い
て
決
定
し
ま
し
た
︒

ま
た
︑
第
10
回
協
議
会
で
は
︑
合
併
の
期
日
を
﹁
平
成
23
年
９
月
26
日
﹂
と
す
る
こ

と
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
︒
提
案
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
︑
９
月
17
日
開
催
予
定
の

第
11
回
合
併
協
議
会
で
協
議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

　①協議事項 (9件)    

　▼各種検(健)診事業▼在宅心身障害児(者)一
時介護事業▼重度心身障害者介護手当及び在
宅寝たきり高齢者等家族介護手当▼医療費助
成事業▼福祉乗車券▼商工業振興助成▼雇用
促進・勤労者対策▼観光振興助成▼新市基本
計画（第１章から第３章）

　②提案事項 (3件)
　▼農林業振興助成▼農林連絡員▼土地改良事

業への助成
工
業
振
興
助
成
﹂
な
ど
８
件
の

項
目
に
つ
い
て
決
定
し
ま
し

た
。
ま
た
、﹁
新
市
基
本
計
画
﹂

は
全
８
章
の
う
ち
、
第
３
章
ま

で
の
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、﹁
医
療
費
助
成
﹂

の
項
目
で
は
、
両
市
町
で
異

な
っ
て
い
る
乳
幼
児
や
母
子
家

庭
へ
の
医
療
費
助
成
を
合
併
時

に
現
在
の
一
関
市
の
制
度
に
統

一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

現
在
一
関
市
で
は
、
就
学
前

児
童
の
医
療
費
は
市
が
全
額
助

成
し
て
お
り
、
自
己
負
担
は
あ

り
ま
せ
ん
。
一
方
、
藤
沢
町
で

は
県
の
基
準
に
準
拠
し
、
保
護

者
の
所
得
に
よ
っ
て
、
助
成
対

象
者
を
制
限
し
て
い
る
ほ
か
、

助
成
対
象
者
で
あ
っ
て
も
、
保

護
者
が
住
民
税
課
税
者
の
場

合
併
協
議
会
の
協
議
終
了

住
民
懇
談
会
の
開
催

合
併
協
定
書
へ
の
調
印

一
関
市
・
藤
沢
町

両
議
会
の
合
併
議
決

県
知
事
へ
の
申
請

県
議
会
で
の
議
決

総
務
大
臣
へ
届
出

総
務
大
臣
の
告
示新

市
の
発
足

プログラム
設計、製造
テスト

統合方針、
移行範囲
の決定

データ整備
移行テスト
宛名同定作業

システム
平行稼働

合
併
に
関
す
る

申
請
な
ど
の
手
順

電
算
シ
ス
テ
ム

統
合
の
手
順

･

シ
ス
テ
ム
統
合
業
者
と
契
約

22 年
10 月

22 年
11 月

22 年
12 月

23 年
１ 月

23 年
９ 月
26 日

合併の期日を平成 23 年９月 26 日とした場合の見通し

第 11 回合併協議会
開催のお知らせ

 ◆ 日  時　 ９月 1 7 日 ( 金 )  午後１時～  
 ◆ 会  場　 一関市役所

※会場、時間は変更になる場合があります。
詳しくはホームページをご覧いただくか事
務局（21 － 8730）までお問い合わせ下さい。

廃
置
分
合
、
財
産
処
分
、
議
員
定

数
任
期
な
ど
の
関
連
議
案
を
議
決

両市町の電算担当による電算シス
テム統合部会などでの協議、調整

電
算
シ
ス
テ
ム
統
合
に
は

９
个
月
の
期
間
が
必
要

第９回協議会 【開催日】８月９日
【会場】一関市役所

　①協議事項 (3件)    

    第９回協議会提案事項３件の協議　
　②提案事項 (6件)
　▼合併の期日▼議会議員の定数及び任期の取

扱い▼地域自治区等の設置▼町名・字名の取
扱い（再提案）▼保育所▼公立幼稚園▼新市
基本計画（第4章から第8章）

第10回協議会【開催日】８月24日
【会 場】一関市役所

れ
ま
し
た
。

　

合
併
の
期
日
は
、
合
併
に
関

す
る
申
請
な
ど
の
手
続
き
に
要

す
る
期
間
や
電
算
シ
ス
テ
ム
の

統
合
に
係
る
期
間
を
考
慮
し
決

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
サ
ー
ビ
ス
を
円
滑
に
行

う
た
め
に
は
合
併
期
日
ま
で
に

両
市
町
で
異
な
っ
て
い
る
電
算

シ
ス
テ
ム
を
統
合
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
統
合
作
業
に
は
、

最
短
で
も
９
个
月
を
要
す
る
見

通
し
で
、
仮
に
１
月
に
着
手
し

た
場
合
、
９
月
ま
で
作
業
期
間

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
第
10
回
協
議
会

で
は
、﹁
議
会
の
議
員
の
定
数

お
よ
び
任
期
の
取
扱
い
﹂や﹁
地

域
自
治
区
等
の
設
置
﹂
な
ど
６

項
目
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
提
案
事
項
に
つ

い
て
は
、
９
月
17
日
に
開
催
予

定
の
第
11
回
協
議
会
で
協
議
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

      

第
9
回
協
議
会
は
8
月
9
日

に
一
関
市
役
所
で
開
催
し
、﹁
各

種
検
（
健
）
診
事
業
﹂
や
﹁
商

医
療
費
助
成
は
一
関
市
の

制
度
に
統
一

合
、
３
歳
以
上
の
就
学
前
児
童

に
つ
い
て
は
、
一
部
自
己
負
担

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る

こ
と
で
、
藤
沢
町
で
も
全
て
の

就
学
前
児
童
の
医
療
費
が
全
額

助
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
﹁
新
市
基
本
計
画
﹂
は
新
市

の
概
況
や
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

方
針
な
ど
を
掲
載
し
た
第
1
章

か
ら
第
３
章
ま
で
に
つ
い
て
協

議
を
行
い
ま
し
た
。

　

新
市
の
主
要
施
策
や
財
政
計

画
を
掲
載
し
た
第
4
章
か
ら
第

８
章
に
つ
い
て
は
、
第
11
回
協

議
会
で
協
議
を
行
い
、
計
画
全

て
の
協
議
が
整
っ
た
後
に
採
決

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

平成 23 年９月のカレンダー

19 日…敬老の日、23日…秋分の日最低９ヶ月が必要

23 年
３ 月

合
併
の
期
日
を
提
案
す
る
勝
部
会
長

協
議
は
第
11
回
合
併
協
議
会
で
行
う
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　唐梅館絵巻
　天正18年（1590）の豊臣秀吉の小田原攻めの
際に開いた千葉一族の軍議を再現した一関市東
山町の観光イベント。毎年９月に開催。
　 藤沢野焼祭
　縄文時代の陶芸”野焼き”を再現。自らの手で作品
を作り、自らの手で焼くといった藤沢町の参加型
イベント。参加作品数は1,000点を超す。

１

第
９
回
協
議
会

第
10
回
協
議
会

決
定
し
た
協
定
項
目

　
農
林
連
絡
員
は
︑
合
併
時
か
ら
一
関

市
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

農林連絡員

協定項目

22 ⑫

農林連絡員制度の比較　

一関市 藤沢町

【制度】各農家組合区域に１名、市長が委嘱、任期は２年
【会議】  農林連絡員会議を開催、年３回程度
【業務】生産調整関係…集落内での調整、現場確認、案内など

　　　  補助事業関係…アンケート調査の依頼、農業用施設維
                                              持補修の要望とりまとめ
               その他…………農業災害関係情報の配布、各種お知ら                  
                                              せの配布・とりまとめ

【報酬】 基本額 9,400 円／月　農家一戸当たり 100 円

農林連絡員は
設置していない

生産調整業務は水
田農業推進区委員
長が対応、農業災
害業務は行政区長
が対応している。

①
藤
崎
地
区
県
営
土
地
改
良
事
業
は
、

現
行
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

②
土
地
改
良
事
業
、
ほ
場
整
備
へ
の
助

成
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制

度
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

③
小
規
模
基
盤
整
備
事
業
は
、
合
併
次

 土地改良事業   

 への助成

協定項目

22 ⑬

年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
を
適
用
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

④
土
地
改
良
区
へ
の
助
成
の
う
ち
、
運

営
費
補
助
は
合
併
後
、
調
整
す
る
。
藤

沢
土
地
改
良
区
へ
の
職
員
派
遣
は
、
平

成
23
年
度
以
降
は
２
名
以
内
（
ダ
ム
管

理
有
資
格
者
）
と
し
、
改
良
区
で
ダ
ム

管
理
が
可
能
と
な
っ
た
年
度
で
終
了
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

⑤
国
営
事
業
は
現
行
の
と
お
り
に
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

⑥
県
営
金
越
沢
ダ
ム（
藤
沢
町
保
呂
羽
）

管
理
は
現
行
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

土地改良区への助成比較（21 年度実績）
区分 一関市 藤沢町

運
営
費
助
成
︵
補
助
金
交
付
︶

千厩土地改良区       154 万円
東山町土地改良区   104 万円
室根土地改良区　   386 万円
川崎土地改良区       403 万円

※運営費補助金は21年度で廃止。
※大東町、千厩、東山町、室根、
川崎の５土地改良区が合併した「一
関東部土地改良区」の22年11月
設立に向け協議中である。

 藤沢土地改良区
　　　　1,761 万円

※ 派遣町職員分人件費
に対する負担金 935万
円が改良区から町に納付
されているため実質的な
補助は差引で826万円。

人
的
支
援

なし

町職員４名派遣

※22年度は３名。
※改良区でダム管理者
を養成後に派遣を中止。

観光振興助成

①
観
光
イ
ベ
ン
ト
等
助
成
事
業
は
、
新

市
に
お
い
て
事
業
内
容
を
精
査
し
、
助

成
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

②
観
光
協
会
等
へ
の
助
成
は
、
新
市
に

お
い
て
活
動
内
容
等
を
精
査
し
、
助
成

の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

問　

一
関
市
の
観
光
イ
ベ
ン
ト
に
対
す

る
市
か
ら
の
助
成
金
の
算
出
根
拠
は
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
︵
２
号
幹
事
︶　

17
年
合
併
時
に
お

け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
助
成
を
基

本
と
し
て
い
る
。
新
市
に
お
い
て
助
成

の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

問　

藤
沢
野
焼
祭
の
財
源
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
︵
２
号
幹
事
︶　

町
外
か
ら
の
作
品

出
品
料
１
作
品
１
０
０
０
円
と
協
賛
金

で
ま
か
な
っ
て
い
る
。

答
︵
市
長
︶　

各
地
域
の
お
祭
り
、
イ

ベ
ン
ト
は
大
事
に
し
て
い
く
。

協定項目

22 ⑯
問　

一
関
市
の
場
合
、
農
林
連
絡
員
は

農
家
組
合
毎
に
市
長
が
委
嘱
し
て
い
る

が
、
藤
沢
町
で
は
全
地
域
に
農
家
組
合

が
設
置
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
︵
町
担
当
課
長
︶　

藤
沢
町
で
は
行

政
区
ご
と
に
農
家
組
合
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。（
全
町
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る

が
、
二
つ
の
行
政
区
で
一
つ
の
農
家
組

合
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。）

農林業振興助成

①
農
業
制
度
資
金
は
、
合
併
時
に
一
関
市

の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

②
農
業
振
興
助
成
事
業
（
団
体
助
成
含

む
）、
畜
産
振
興
事
業
、
林
業
振
興
事

業
は
、
合
併
次
年
度
か
ら
一
関
市
の
制

度
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。　

協定項目

22 ⑪
一関市のみで行っている主な助成事業

農業担い手チャレンジ事業費補助金

【内容】　産地形成を目指す振興作物の生
産を促進し、担い手や新規就農者の育成
確保を図るため、これら農業者の意欲的
な取り組みに要する経費の一部を助成。

【補助対象経費】　生産施設整備費や農業
生産･経営技術習得に係る経費など

1

野菜花き生産振興事業補助金

【内容】　地域特性を活かした野菜・花き
の生産振興を図るため、農業団体などが
実施する事業に要する経費の一部を助成。

【補助対象経費】　種苗費、簡易資材購入
費、栽培管理用機械購入費など

葉たばこ生産振興事業補助金

【内容】　連作による立枯病などの予防
のための土壌改良事業および環境に配
慮した葉たばこ生産事業に要する経費
の一部を助成。

【補助対象経費】　土壌改良剤購入費、
生分解マルチ購入費

２

３

小規模基盤整備事業
　受益者２戸以上で行う農地整備事業※１や農業用
施設整備事業※２。当該工事費の 50％以内、100 万
円を限度に補助金を交付する一関市の独自事業。
藤沢町では実施していない。
※１）簡易な区画整理、暗きょ排水、客土などの整備事業
※２）用・排水路、耕作道、用水施設などの整備事業

2

１ 2
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商工業振興助成

協定項目

22 ⑭
①
商
工
会
議
所
、
商
工
会
へ
の
助
成
は
現

行
の
と
お
り
に
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

②
中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
は
、
合
併

時
に
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
な

お
、
合
併
前
に
藤
沢
町
の
制
度
に
よ
り

適
用
し
た
利
子
補
給
な
ど
の
助
成
は
、

現
行
の
ま
ま
一
関
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と

と
し
ま
し
た
。

③
企
業
誘
致
奨
励
制
度
は
、
合
併
時
に

一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　

医
療
費
助
成
事
業
は
合
併
時
に
一
関

市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。

医療費助成

協定項目

22 ⑧

中小企業事業資金融資の比較　

区分 一関市 藤沢町

貸
付
限
度
額

運転資金 / 設備資金 / 経営安定資金
        2,500 万円

開業資金                           1,250 万円
運転 ･ 設備 ･ 経営併用　3,750 万円

運転資金      1,250 万円
設備資金　 1,250 万円

貸
付
期
間

運転資金 / 開業資金         ７年以内
設備資金　　          ７～ 10 年以内
経営安定資金　                10 年以内

運転資金　　５年以内
設備資金　　７年以内

利
率 3 年以内 2.7%、３年超 2.9％（うち 1.5％を市 ･ 町が利子補給）

　

福
祉
乗
車
券
は
︑
合
併
次
年
度
か
ら

一
関
市
の
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

問　

現
在
、
一
関
市
で
は
何
名
の
対
象

者
が
い
る
の
か
。
利
用
状
況
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。 福祉乗車券

協定項目

22 ⑩
福祉乗車券
　重度障害者※１、80 歳以上の 1人暮らし高齢者
を対象とし、申請があった者に対し、月額 1,000
円分のバスやタクシー乗車券※２を交付している。
一関市の独自事業。藤沢町では実施していない。

※１）重度障害者とは身体障害者手帳１級または２級、療
育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、精神障害による
障害年金１級の者
※２）乗車券は、一関市と契約をした事業者が運行するバ
ス、タクシー、市営バス等に限り利用可能

　

各
種
検
（
健
）
診
事
業
は
、
合
併
次

年
度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

答
︵
２
号
幹
事
︶　

障
が
い
者
、
高
齢

者
計
約
１
８
０
０
名
が
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
利
用
率
は
約
８
割
で
あ
る
。

問　

一
関
市
と
契
約
を
交
わ
し
て
い
る

事
業
者
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
。

答
︵
２
号
幹
事
︶　

タ
ク
シ
ー
業
者
が

18
社
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
が
３
団
体
で
あ

る
。
大
東
、
千
厩
、
川
崎
な
ど
を
走
る

市
営
バ
ス
に
も
利
用
可
能
で
あ
る
。

各種検 ( 健 ) 診

事業

協定項目

22 ④
主ながん検診にかかる自己負担金の比較

区分 一関市 藤沢町

胃がん検診 1,400 円 国保加入者 1,000 円 
国保以外　 2,000 円

肺がん検診
（Ｘ線検査） 500 円 無料

大腸がん検診 500 円 国保加入者     500 円
国保以外　 1,000 円

一関市では、70歳以上、生活保護世帯、満 50歳の方、前年度市民税非課税世帯、
後期高齢者医療被保険者証受給者について、上記検診自己負担が無料となる。藤沢
町では、胃がん検診は生活保護世帯、前年度町民税非課税世帯が無料となり、大腸
がん検診は市の無料条件と同様である。

乳幼児医療費助成の比較

区分 一関市 藤沢町

対象年齢 0 歳～就学前（小学校入学前）

所得による助成
対象者の制限

なし
   所得の多寡によらず全員が
   対象

あり
   保護者に基準以上の所得が 
   ある場合は対象外

助成内容   医療費の自己負担分の全額  
  を助成 

  医療費の自己負担分の一部
  を助成。※

※医療機関毎に入院月額 5,000 円、入院外月額 1,500 円を超える自己負担分を助成。
なお、３歳未満児および生計維持者が住民税非課税の３歳以上児童は自己負担なし。

　一関市営バス
   路線バスの廃止代替や路線バ
スが乗り入れされていない地
区において、住民の日常生活
や用務に役立つ公共バスとし
て、各地域で市営バスなどを
運行している。

一関市のみで実施している検（健）診

検（健）診名 対　　象

乳幼児歯科健診  ４、５、６歳児

妊婦歯科健診  妊娠期間中１回

若年者健康診査  19 歳～ 39 歳

脳ドック  30 歳～ 69 歳

成人歯科健康診査  40、50、60、70 歳

家庭訪問歯科診療  在宅寝たきり者

中小企業事業資金融資
　市町が金融機関に一定の金額を預託し、信用保
証協会の保証承諾を得て、金融機関が中小企業に
資金を融資する制度。市町は金融機関に対し、利
子補給、信用保証協会に対し、保証料の負担を行
う。貸付利子や利子補給率は両市町とも同様。

企業誘致奨励制度
　企業が工場などを新設、増設する場合に要する
経費の一部を補助する制度（企業立地促進事業費
補助金）や、立地した際の固定資産税減免などの優
遇制度がある。両市町で内容が一部異なっている。

医療費助成
　医療機関にかかる際に要する自己負担
分（保険受診の一部負担金）について、
各地方公共団体が助成する制度。県の基
準と各市町村の判断によって、対象年齢
や助成の範囲に違いがある。両市町では
対象は同じだが、就学前児童などの取扱
いが一部異なっている。

【対象】乳幼児、妊産婦、重度心身障害者、
母子家庭、父子家庭

株式会社タイセイプラス(本社:愛知県)と市の立地協
定調印式。22年９月一関市東山町で本格操業開始

乳幼児健診
３歳までの間に１人計７回の健診を両市町とも実
施している。（写真は８月に藤沢町保健センターで
実施した１歳 6ヶ月児健診）
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印
刷
／
内
藤
印
刷
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この印刷物は環境にやさしい
大豆油インキを使用しています。 再生紙を使用しています

在
宅
心
身
障
害
児(

者)

一
時
介
護
事
業

　

①
重
度
心
身
障
害
者
介
護
手

当
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

②
在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
等

家
族
介
護
手
当
は
、
合
併
次
年

度
か
ら
一
関
市
の
制
度
に
統
一

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

①
は
両
市
町
と
も
同
じ
内
容

で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

②
は
一
関
市
と
藤
沢
町
で
支

給
対
象
な
ど
に
相
違
が
あ
り
ま

す
。
一
関
市
の
制
度
に
統
一
す

る
こ
と
で
、
藤
沢
町
の
対
象
が

拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

協定項目

22 ⑤

　

在
宅
心
身
障
害
児
（
者
）
一

時
介
護
事
業
は
、
合
併
次
年
度

か
ら
一
関
市
の
制
度
を
適
用
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
事
業
は
、
一
関
市
内
に

住
所
を
有
し
、
在
宅
で
保
護
者

に
よ
る
介
護
を
必
要
と
す
る
方

（
療
養
手
帳
Ａ
）
を
対
象
に
一
人

月
額
２
０
０
０
円
分
の
レ
ス
パ

イ
ト
サ
ー
ビ
ス
券
（
介
護
事
業

者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
券
）

を
交
付
す
る
一
関
市
の
独
自
事

業
で
す
。
藤
沢
町
で
は
実
施
し

て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
決
定
し
た
協
定
項
目
の
協
議
結
果
ポ
イ
ン
ト

　

①
雇
用
対
策
お
よ
び
離
職
者

対
策
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

重
度
心
身
障
害
者
介
護
手
当
お
よ
び

在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
等
家
族
介
護
手
当

協定項目

22 ⑥

雇
用
促
進
・
勤
労
者
対
策

協定項目

22 ⑮

②
勤
労
者
対
策
お
よ
び
職
業
訓

練
は
合
併
時
か
ら
一
関
市
の
制
度

を
適
用
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

協定項目
協議
状況

協定項目
協議
状況

協定項目
協議
状況

協定項目
協議
状況

１．合併の方式 ● 12．町名・字名の取扱い ○ 22 ②行財政改革 ● 22 ⑬土地改良事業への助成 ●

２．合併の期日 ○ 13．慣行の取扱い ● 22 ③納税貯蓄組合補助 ● 22 ⑭商工業振興助成 ●

３．新市の名称 ●
14．姉妹都市・友好都市
　　の取扱い

● 22 ④各種検 ( 健 ) 診事業 ● 22 ⑮雇用促進・勤労者対策 ●

４．新市の事務所の位置 ● 15．行政区の取扱い ●
22 ⑤在宅心身障害児 ( 者 )     
　　 一時介護事業

● 22 ⑯観光振興助成 ●

５．財産の取扱い ○ 16．条例、規則等の取扱い ●
22 ⑥重度心身障害者介護手当及び
在宅寝たきり高齢者家族介護手当

● 22 ⑰上下水道事業 ●

６．議会の議員の定数
　　及び任期の取扱い

○ 17．使用料、手数料等の取扱い ● 22 ⑦高齢者福祉事業 ● 22 ⑱奨学金貸付事業 ●

７．農業委員会の委員の
　　 定数及び任期の取扱い

● 18．補助金、交付金等の取扱い ● 22 ⑧医療費助成事業 ● 22 ⑲公立幼稚園 ○ 

８． 一般職の職員の身         
　    分の取扱い

● 19．消防・防災の取扱い ● 22 ⑨保育所 ○ 22 ⑳電算システム関係事業 ●

９．地方税の取扱い ● 20．国民健康保険事業の取扱い ● 22 ⑩福祉乗車券 ● 23．新市基本計画 ○ 

10．特別職の身分の取扱い ● 21．病院・診療所の取扱い ● 22 ⑪農林業振興助成 ● 24．地域自治区等の設置 ○ 

11．組織及び機構の取扱い ● 22 ①広報 ･ 広聴事業 ● 22 ⑫農林連絡員 ●

第 10 回協議会終了時（８月 24 日）における協定項目の協議状況 ● 決定済み　○ 提案中  
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